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ごみの分別回収について

お問い合わせ先　瑞穂市役所環境課　☎058-327-4127



容器包装プラスチックの分け方・出し方

商品を入れたり（容器）、包んだり（包装）するために使われているプラスチック類です。
おもちゃやポリバケツなどそのもの自体が商品の物は該当しません！

容器包装プラスチックの分け方

このマークのついた容器包装のみ

容器包装プラスチックの出し方

きれいに洗って、乾かして、プラスチック製容器収集カゴに入れてください。

「瑞穂市カレンダー」で容器包装プラスチックの日に
ごみステーションへ出して下さい。

ポリ袋・ラップ類　　　　（　　　マークのあるもの）
●菓子やパンなどの袋
●スーパーなどのレジ袋
●菓子箱などの包装フィルム
●プリン、カップ麺などのパックフィルム

トレイ・パック類
●白色または絵柄などのついた発泡トレイ
●卵やいちごのパック
●洗剤の詰め替え用パック



カップ類（紙製は対象ではありません。）
●カップ麺の容器
●プリン、ゼリーなどの容器

ボトル類
●ソース、油などの容器
●洗剤、シャンプーなどの容器
（シャンプー等のポンプ部分は粗大ごみです。）

容器のふた
●びんやペットボトルなどのプラスチック製のふた

その他
●発泡スチロールの容器や緩衝材

汚れが取れないものや迷った場合は、
「可燃ごみ」として出してください。



Q＆A
Ｑ:汚れを落とすってどの程度ですか？
A:軽く水洗いをして頂き、固形物が残らない程度です。
　 汚れているものは可燃物として出してください。

Ｑ:食用油のボトルも、簡単な水洗いで良いですか？
A:油分は、リサイクル時に不純物となります。
　べトつきが取れる程度まですすいでください。
　油分が取れない場合は、可燃物として出してください。

Ｑ:ラベルや値札は、はがさなければならないですか？
A:はがす必要はありません。ついたままで出してください。

Ｑ:プラスチックは何でも捨てても良いですか？
A:プラマークのついている容器包装のみの回収です。

Ｑ:ビニール袋に入れたまま回収容器に入れても良いですか？
A:袋からは出してください。
　 プラマークがついていない袋は対象ではありません。

Ｑ:魚介類が入っていた発泡スチロールの箱は対象ですか？
A:対象です。大きく場所をとる場合は割って出してください。
　 汚れているものは粗大ごみになります。

Ｑ:ペットボトルや調味料容器のフタは対象ですか？
A:対象です。ペットボトル本体はペットボトルに出してください。

Ｑ:シャンプーなどのポンプ部分は対象ですか？
A:対象ではありません。粗大ごみとして出してください。

Ｑ:アルミ箔などと複合素材のものは対象ですか？
A:対象ではありません。可燃ごみとして出してください。

Q:プラマークのない容器包装も捨てても良いですか？
A:プラマークのついている容器包装のみの回収です。
　迷った場合は、可燃ごみへお願いします。

プラマーク


